
　　　　ウ　級別職員数

区 分
行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令 和 2 年

1 月 1 日現在

9級 21 0.6 9 級 11 0.5 4 級 43 1.9 4 級 289 5.0 5 級 3 1.6

8 級 37 1.1 8 級 19 0.8 3 級 66 3.0 3 級 297 5.1 4 級 9 4.7

7 級 94 2.8 7 級 47 1.9 特 2 級 2 0.1 特 2 級 15 0.3 3 級 96 49.7

6 級 153 4.5 6 級 88 3.6 2 級 （� 160）
2,097

（�100.0）
93.9 2 級 （� 154）

5,174
（�100.0）
89.6 2 級 （� 2）

85
（� 66.7）
44.0

5 級 467 13.9 5 級 270 11.1 1 級 24 1.1 1 級 ― ― 1級 （� 1）
―
（� 33.3）

―

4級 1,101 32.7 4 級 （� 12）
597

（� 50.0）
24.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3級 （� 71）
681

（� 54.2）
20.2 3 級 （� 9）

593
（� 37.5）
24.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2級 441 13.1 2 級 （� 3）
555

（� 12.5）
22.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1級 （� 60）
375

（� 45.8）
11.1 1 級 258 10.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 （� 131）
3,370

（�100.0）
100.0 計 （� 24）

2,438
（�100.0）
100.0 計 （� 160）

2,232
（�100.0）
100.0 計 （� 154）

5,775
（�100.0）
100.0 計 （� 3）

193
（�100.0）
100.0

平 成 31 年

1 月 1 日現在

9級 18 0.5 9 級 11 0.4 4 級 42 1.8 4 級 290 4.9 5 級 5 2.5

8 級 35 1.0 8 級 19 0.8 3 級 65 2.8 3 級 300 5.1 4 級 7 3.4

7 級 97 2.9 7 級 49 2.0 特 2 級 2 0.1 特 2 級 15 0.3 3 級 98 48.3

6 級 157 4.6 6 級 85 3.5 2 級 （� 132）
2,162

（�100.0）
94.1 2 級 （� 127）

5,279
（�100.0）
89.7 2 級 （� 1）

92
（� 33.3）
45.3

5 級 （� 1）
425

（� 0.9）
12.6 5 級 268 10.9 1 級 26 1.2 1 級 ― ― 1級 （� 2）

1
（� 66.7）

0.5

4 級 1,216 35.9 4 級 （� 13）
596

（� 46.5）
24.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
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区 分
行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

平 成 31 年

1 月 1 日現在

3級 （� 58）
613

（� 48.7）
18.1 3 級 （� 9）

602
（� 32.1）
24.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2級 437 12.9 2 級 （� 6）
524

（� 21.4）
21.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

1級 （� 60）
388

（� 50.4）
11.5 1 級 296 12.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 （� 119）
3,386

（�100.0）
100.0 計 （� 28）

2,450
（�100.0）
100.0 計 （� 132）

2,297
（�100.0）
100.0 計 （� 127）

5,884
（�100.0）
100.0 計 （� 3）

203
（�100.0）
100.0

区 分
医 療 職 ㈠ 医 療 職 ㈡ 医 療 職 ㈢ 福 祉 職 技 能 労 務 職

級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比 級 職員数 構成比

令 和 2 年

1 月 1 日現在

4級 6 30.0 7 級 2 2.0 7 級 ― ― 5級 ― ― 4級 11 19.6

3 級 2 10.0 6 級 13 13.1 6 級 ― ― 4級 21 33.9 3 級 （� 10）
45
（� 40.0）
80.4

2 級 1 5.0 5 級 46 46.4 5 級 10 16.2 3 級 （� 1）
2
（� 25.0）

3.2 2 級 ― ―

1級 11 55.0 4 級 （� 6）
5
（� 75.0）

5.1 4 級 （� 1）
30

（50.0）
48.4 2 級 1 1.6 1 級 （� 15）

―
（� 60.0）

―

― ― ― 3級 15 15.2 3 級 11 17.7 1 級 （� 3）
38
（� 75.0）
61.3 ― ― ―

― ― ― 2級 18 18.2 2 級 11 17.7 ― ― ― ― ― ―

― ― ― 1級 （� 2）
―
（� 25.0）

― 1級 （� 1）
―
（� 50.0）

― ― ― ― ― ― ―

計 20 100.0 計 （� 8）
99
（�100.0）
100.0 計 （� 2）

62
（�100.0）
100.0 計 （� 4）

62
（�100.0）
100.0 計 （� 25）

56
（�100.0）
100.0

平 成 31 年

1 月 1 日現在

4級 6 28.6 7 級 2 1.9 7 級 ― ― 5級 ― ― 4級 8 13.6

3 級 2 9.5 6 級 15 13.9 6 級 ― ― 4級 17 27.4 3 級 （� 11）
51
（� 40.7）
86.4

2 級 1 4.8 5 級 48 44.4 5 級 7 10.6 3 級 （� 1）
10
（� 33.3）
16.1 2 級 ― ―

1級 12 57.1 4 級 （� 2）
9
（� 40.0）

8.3 4 級 38 57.6 2 級 1 1.6 1 級 （� 16）
―
（� 59.3）

―

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％

人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％ 人 ％
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― ― ― 3級 18 16.7 3 級 9 13.6 1 級 （� 2）
34
（� 66.7）
54.9 ― ― ―

― ― ― 2級 16 14.8 2 級 12 18.2 ― ― ― ― ― ―

― ― ― 1級 （� 3）
―
（� 60.0）

― 1級 （� 1）
―
（�100.0）

― ― ― ― ― ― ―

計 21 100.0 計 （� 5）
108

（�100.0）
100.0 計 （� 1）

66
（�100.0）
100.0 計 （� 3）

62
（�100.0）
100.0 計 （� 27）

59
（�100.0）
100.0

　　（注）�職員数欄及び構成比欄の（　）内は、再任用短時間勤務職員で外数である。

　　　（級別の基準となる職務）

区 分 9 � 級 8 � 級 7 � 級 6 � 級 5 � 級 4 � 級 3 � 級 2 � 級 1 � 級

行 政 職 部 長 部 次 長 課 長 参事・主幹 課 長 補 佐 係 長
主 任 主 査 主 査 主 任 主 事

主 任 技 師 主事・技師
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　　　　エ　昇　給

区 分 合 計
代 表 的 な 職 種

行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 研 究 職

本

年

度

職 　 　 員 　 　 数 �（Ａ） 16,538 3,195 2,453 2,680 7,347 259

昇給に係る職員数 �（Ｂ） 11,469 2,613 2,112 1,650 4,785 130

号給数別内訳

1 号 給 378 76 5 121 171 2

2 号 給 123 38 2 30 51 2

3 号 給 64 30 3 ― 27 ―

4 号 給 8,168 1,861 1,555 1,127 3,393 95

5 号 給 ― ― ― ― ― ―

6 号 給 2,190 491 428 300 916 25

7 号 給 ― ― ― ― ― ―

8 号 給 546 117 119 72 227 6

比 率 B／A 69.3 81.8 86.1 61.6 65.1 50.2

前

年

度

職 　 　 員 　 　 数 �（Ａ） 16,569 3,237 2,453 2,680 7,347 259

昇給に係る職員数 �（Ｂ） 11,709 2,622 2,104 1,728 4,935 136

号給数別内訳

1 号 給 402 75 1 128 193 2

2 号 給 140 52 3 32 50 ―

3 号 給 61 30 8 ― 20 1

4 号 給 8,332 1,860 1,549 1,179 3,501 102

5 号 給 ― ― ― ― ― ―

6 号 給 2,218 486 425 313 938 25

7 号 給 ― ― ― ― ― ―

8 号 給 556 119 118 76 233 6

比 率 B／A 70.7 81.0 85.8 64.5 67.2 52.5

人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％
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区 分
代 表 的 な 職 種

医 療 職 ㈠ 医 療 職 ㈡ 医 療 職 ㈢ 福 祉 職 技能 労務 職

本

年

度

職 　 　 員 　 　 数 �（Ａ） 43 219 87 63 192

昇給に係る職員数 �（Ｂ） 15 72 46 31 15

号給数別内訳

1 号 給 ― 1 1 ― 1

2 号 給 ― ― ― ― ―

3 号 給 1 1 2 ― ―

4 号 給 12 55 34 24 12

5 号 給 ― ― ― ― ―

6 号 給 2 13 7 6 2

7 号 給 ― ― ― ― ―

8 号 給 ― 2 2 1 ―

比 率 B／A 34.9 32.9 52.9 49.2 7.8

前

年

度

職 　 　 員 　 　 数 �（Ａ） 43 217 85 56 192

昇給に係る職員数 �（Ｂ） 16 79 45 27 17

号給数別内訳

1 号 給 ― 3 ― ― ―

2 号 給 ― 1 ― ― 2

3 号 給 1 1 ― ― ―

4 号 給 13 59 35 22 12

5 号 給 ― ― ― ― ―

6 号 給 2 13 9 4 3

7 号 給 ― ― ― ― ―

8 号 給 ― 2 1 1 ―

比 率 B／A 37.2 36.4 52.9 48.2 8.9

人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％
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　　　　キ　地域手当

支給対象地域 東 京 都
特 別 区 医師 奈 良 市、

大和郡山市 生 駒 市 天 理 市 大和高田市、
橿 原 市

桜井市、御所市、
宇陀市、磯城郡

香芝市、葛城市、
生駒郡、北葛城郡

そ の 他
の 県 内

支 給 率 16.1 16 7.1 6.1 6.1 6.1 5.1 6.1 5.1

支給対象職員数 19 23 6,550 765 608 1,874 1,646 2,039 3,014

国の指定基準に
基づく支給率 20 16 10 6 12 6 3 6 0

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

人 人 人 人 人 人 人 人 人

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％

　　　　オ　期末手当・勤勉手当

区 分
支 給 期 別 支 給 率

支 給 率 計 職制上の段階、職務の
級等による加算措置 備 考

6 � 月 12 月

本 年 度 （1.175）
　2.25

（1.175）
　2.25

（2.35）
4.5 有

（　）内は、再任用職
員の支給率である。前 年 度 （1.175）

2.225
（1.175）
2.225

（2.35）
4.45 有

国 の 制 度 （1.175）
2.25

（1.175）
　2.25

（2.35）
4.5 有

月分月分 月分

　　　　カ　定年退職及び勧奨退職に係る退職手当

区 分 20年勤続の者 25年勤続の者 35年勤続の者 最 高 限 度 その他の加算措置等 備 考

支 給 率 等 24.586875 33.27075 47.709 47.709
定年前早期退職特例措置

　　　（ 2％～30％加算）

国 の 制 度

（支 給 率 等）
24.586875 33.27075 47.709 47.709

定年前早期退職特例措置

　　　（ 2％～45％加算）

月分 月分 月分 月分
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　　　　ク　特殊勤務手当

区 分 全 職 種
代 表 的 な 職 種

行 政 職 公 安 職 教 育 職 ㈡ 教 育 職 ㈢ 技能労務職

給 料 総 額 に 対 す る 比 率 1.7 0.4 3.0 1.9 2.0 0.4

支 給 対 象 職 員 の 比 率
（令和 2 年 1 月 1 日現在） 56.8 26.7 75.6 95.3 49.4 50.0

代表的な特殊勤務手当の名称 教育職員特殊勤務手当、警察職員特殊勤務手当、特地勤務手当、用地取得等交渉業務手当、高所作業手当

％ ％ ％ ％ ％ ％

　　　　ケ　その他の手当

区 分 国 の 制 度 と の 異 同 差 異 の 内 容

扶 養 手 当 同 じ

住 居 手 当 異 な る

手当の支給対象となる家賃額の下限　国　16,000円

　　　　　　　　　　　　　　　　　県　12,000円

手当額の上限　国　28,000円

　　　　　　　県　27,000円

通 勤 手 当 異 な る
交通用具　国　2,000円～24,500円

　　　　　県　3,100円～37,500円
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